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令和３年度第３回茨城県医療審議会（茨城県地域医療構想調整会議合同） 
質疑応答要旨 

日時：令和４年２月２４日（木）     
   １５時４５分から１７時０５分まで 
場所：茨城県庁１３階 保健福祉部長室  

 （Web 会議として開催）      
 
 

●諮問事項 
① 第７次茨城県保健医療計画の中間見直しについて 
鈴木会長  資料１－１「第７次茨城県保健医療計画の中間見直しについて」の「２「最

終案」における「原案」からの変更点」表中、「災害医療」の項目に「全日本

病院医療支援班」（AMAT）とあるが、「全日本病院協会医療支援班」ではな

いだろうか。 
 
 森田課長  全日本病院協会のホームページなどで確認したところ、「全日本病院医療支

援班」という表記である。ただし、全日本病院協会の災害時医療支援活動規

則においては、「災害時医療支援活動班」という表記になっている。 
       改めて確認したうえで報告させていただく。（別紙、令和４年３月１日付け

茨城県医療審議会事務局事務連絡により、AMAT の日本語表記は「全日本病

院医療支援班」であることを報告。） 
 
 鈴木会長  中間見直しの「最終案」についての知事からの諮問に対しては、審議の結

果、差し支えないものと答申してよろしいか。 
 
            ～ 異議なく承認 ～ 
 
 
●報告事項  
① 地域医療構想の推進について 
 鈴木会長  厚生労働省からは、「２０２２年度及び２０２３年度において、地域医療構

想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直し」

を実施するよう要請されている。 
本県においては、２０２２年度末までに民間を含めた医療機関の「具体的対 

応方針」を決定するとしているが、期限までに決定したものを修正することは

可能か。 
 
 事務局   ２０２２年度末という期限については、正確には２０２３年３月までとい

うことであり、それまでに、２０２５年に向けて又は次期の保健医療計画の

策定に向けて目途をつける必要があるという意味で設けている。 



       しかし、地域医療構想調整会議は、その後も続いていくこととなり、保健

医療計画等の見直しや進捗状況の確認など、長期的な視野で進めていく必要

がある（ため修正することは可能である）とご理解いただきたい。 
 
 鈴木会長  一度定めた「具体的対応方針」については、修正ができないわけではない

ことを踏まえて、（各地域医療構想を）進めていただきたい。 
 
 
② 地域医療介護総合確保基金 令和４年度要望事業について 
松﨑委員  資料３の表中、「（３）医療従事者の確保に関する事業」欄における「公衆衛

生医師確保対策事業」及び「公衆衛生・臨床連携強化事業」について、具体的

にはどのような事業を行うのか。 
 
 森田課長  「公衆衛生医師確保事業」については、県の行政に係る公衆衛生医師を継

続的に確保することを目的とし、筑波大学に委託して、若手の臨床医や大学

院生などを対象に、公衆衛生医師育成プログラムを開設するものである。 
「公衆衛生・臨床連携強化事業」については、筑波大学や茨城県医師会と

連携し、地域の臨床医や大学院医師に、非常勤嘱託医として保健所で働いて

いただき、保健所の体制を強化するとともに、保健所と地域の医療機関の連

携を強化するものである。 
 
 鈴木会長  資料３の表中、「（６）介護従事者の確保に関する事業」欄における「介護

福祉士養成校外国人留学生受入支援事業」について、現在のわが国において

は、新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人の入国が制限されてい

る状況であるが、入国の制限が解除されることを見越しての事業なのか。 
 
 佐藤室長  この事業は、茨城県内の介護従事者を確保することを目的としている。海

外の日本語学校からの留学生に、県内の介護福祉士養成施設（以下、「養成施

設」という。）に入学して２年間介護を勉強していただき、資格を取得した後、

県内の介護事業所等で働いていただくことを考えている。 
       まず、海外の現地にある日本語学校において、１年半から２年間かけて日

本語の教育を受けてもらう。併せて、介護に関する技能や知識を学んでいた

だき、卒業した後、県内の養成施設に入っていただく。 
       現在は、新型コロナウイルス感染症の影響のため、現地に行くことができ

ない状況であるが、今後は、可能であれば現地に行って、県内の介護の状況、

入学する養成施設の状況、卒業後に就職することとなる県内の介護事業所の

現場の様子などを PR したいと考えている。ただし、現地で PR ができない

場合などは、WEB を活用して PR を行うことを考えている。 
 
 鈴木会長  日本ではなく、海外の現地での教育に対して県が支援するということか。 



 
 佐藤室長  海外の現地にある日本語学校、その後に入学していただく茨城県内の養成

施設における介護の勉強及び資格取得などに対して支援を行う。 
 

※ 福祉指導課による補足（議事録作成時点） 

当初、現地日本語学校による日本語教育に対する支援も考えていたが、現

時点では、現地での事業は、学生に対する PR 活動や説明会の開催のほかに、

介護に関する教育支援が主となる。 
また、留学生が県内の養成施設に在籍中は、養成施設が行うカリキュラム

外の日本語及び介護に関する教育への支援（外国人介護福祉士確保事業）や

留学生への修学資金の貸付けによる支援（介護福祉士修学資金貸付事業）を

行う。 
 
 鈴木会長  対象国は決まっているのか。 
       また、海外にある日本語学校については、どの学校でも支援の対象になる

のか。 
 
 佐藤室長  対象国はベトナムを考えている。 
       海外にある日本語学校については、茨城県とベトナムのロンアン省との間

で人事交流の覚書を締結しているため、ロンアン省とつながりのある学校を

検討しているところである。 
 
 海野委員  ３年前に、ベトナムの日本語学校を見に行った。行政と関わりのある学校

はほとんどなく、民間の業者が、宿舎に人を集めて日本語を勉強させるとい

うものが多かった。 
（日本語能力試験における）N２レベルであれば、普通に会話ができると

されている。普通の会話ができるようになってから日本に来てもらえるよう

に、行政が間に入ったかたちで支援すること。そうでなければ、日本語の能

力にばらつきがあり、県内の養成施設に入学して２年間勉強してもらっても、

即戦力になる人とそうでない人が出てくると思う。 
 
 佐藤室長  技能実習生の場合は、N４レベルで入国ができるが、養成施設に入学する

ためには、N２レベルが必要となるため、そのレベルを目指していきたい。 
 
 鈴木会長  （海外にある日本語学校において）日本語を１年から１年半ほどかけて勉

強しても、N３レベルにならなければ、日本に来て働きながら N２レベルに

なることは難しい。 
       介護の場合は、日本語がある程度できないと研修にもならないため、ある

程度のレベルは決めた方がよろしいと思う。 
 



 佐藤室長  海外の現地にある日本語学校における日本語教育によって、N２レベルに

なっていただく。そうでなければ養成施設に入学することができない。 
 
 鈴木会長  海外の現地にある日本語学校については、ある程度特定されるとのことで

あるが、県内の養成施設はどこでも選べるようにしていただく必要がある。 
 
 佐藤室長  この事業に賛同いただける養成施設に参加いただく。 
 
 鈴木会長  まだまだ海外からの留学生による介護従事者を待っている人が多いため、

その需要を満たしていただきたい。 
 
 
③ 令和４年度病床機能再編支援補助金に係る病床の削減について 
④ 届出により療養病床又は一般病床を設置する診療所の承認について 
⑤ 医療法人部会における令和３年度の調査審議結果について 
 
 
⑥ 令和３年度医師派遣調整に係る医師派遣要請について 
 鈴木会長  これまでは地域医療対策協議会に参加している各医療機関が、自院の希望

で医師派遣を要望していたが、今後は、地域医療構想調整会議（以下、「調整

会議」という。）において各医療機関の役割を決め、それに基づいて医師派遣

を要望することに変えていくことになる。 
       そのため、二次医療圏ごとの調整会議において、機能分化及び役割分担を

検討することが、前提として必要になってくる。 
       資料２－１に、厚労省の HP で配信されているプログラムとして「（６）佐

賀県地域医療構想の進め方について」が掲載されている。この佐賀県の取組

は、合意形成に非常に力を入れており参考になるため、よろしければご覧に

なってほしい。 
 
 
⑦ 茨城県循環器病対策推進計画（案）について 
 
 

以上。 


